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（資料１）
くるみの義務表示化に関する進捗
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①．消費者委員会食品表示部会への諮問

（資料１）くるみの義務表示化に関する進捗
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「食物アレルギー表示関係」箇所を抜粋



目次
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１．食品表示基準の改正案概要

２．食物アレルギー表示関係



１．食物アレルギーに関する義務表示事項の追加

【概要】

食物アレルギーに関する表示について、医療機関
等の専門家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準
ずるもの」として任意の表示を奨励している「くる
み」について、義務表示となる「特定原材料」に移
行させる。

【改正対象条項】別表第14

【施行期日】公布日から起算して2年間の経過措置を
設ける。

（理由）①消費者及び事業者に対する周知、②事
業者における原材料や製造方法の再確認、③事業者
における容器包装の改版に時間を要するため。

２．「特定遺伝子組換え」に係る形質等の追加

【概要】

今後、組換えDNA技術を用いることで、エイコサ
ペンタエン酸（EPA）及びドコサヘキサエン酸
（DHA）産生の形質を有したなたね（以下「EPA及
びDHA産生なたね」という。）が厚生労働省による
安全性審査を経て国内流通することが見込まれるこ
とから、「特定遺伝子組換え」に係る表示義務の対
象として、当該形質と対象となる加工食品を規定す
るほか、対象農産物として「なたね」を追加する。

【改正対象条項】別表第18

【施行期日】公布日施行

（理由）EPA及びDHA産生なたねは、新規の遺伝
子組換え農産物であり、国内で既に流通している
ものではないことから、表示ルール創設に伴い経
過措置の必要はない。

◎今回の食品表示基準（以下「基準」という。）の改正事項は以下のとおり。

食品表示基準の改正概要
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食物アレルギーに関する表示について、
①3年度ごとに実施している食物アレルギーによる健康被害に関する実態調査の令和３年度結果において、
平成30年度調査に続き、「くるみ」の症例数割合が増加しており、増加が一過性とは考えられないこと、

②食品中のくるみの有無を科学的に検証するためのくるみの公定検査法の確立の見通しがたったことから、
「くるみ」を「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」に移行させる。

アーモンド、あわび、い
か、いくら、オレンジ、
カシューナッツ、キウイ
フルーツ、牛肉、くるみ、
ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、ま
つたけ、もも、やまいも、
りんご、ゼラチン

えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生

えび
かに
【新設】
小麦
そば
卵
乳
落花生

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

アーモンド、あわび、いか、
いくら、オレンジ、カ
シューナッツ、キウイフ
ルーツ、牛肉、【削除】ご
ま、さけ、さば、大豆、鶏
肉、バナナ、豚肉、まつた
け、もも、やまいも、りん
ご、ゼラチン

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

食物アレルギーに関する義務表示として「くるみ」を追加する理由
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【くるみの公定検査法の開発検討状況】

１．原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法（ELISA法)を実施
する。定量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるように
するため、従来の 特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保すべく
検討中。

２．くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検
査法（ELISA法)  において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じ
て定性検査法（PCR法）※で確認検査を行う。

※定性検査法（PCR法）
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法（ELISA法）で定量された10μg/gを
充分に検出できるようにするため、従来の特定原材料に係る
検査法と同程度のものとする。



年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象2,954
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

ソバ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（９）

大豆
（10）

バナナ
（11）

ヤマイモ

（11）
カニ
（13）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（14）
モモ
（14）

ゴマ
（16）

サバ
（17）

サケ
（18）

イカ
（18）

鶏肉
（20）

1153 645 347 151 104 80 65 41 40 28 24 24 19 18 13 12 11 10 10 7

39.0 21.8 11.7 5.1 3.5 2.7 2.2 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2

平成27
年度

解析対象4,644
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

キウイ
（７）

くるみ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（10）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（11）
バナナ
（12）

カニ
（13）

ヤマイモ

（14）
モモ
（15）

リンゴ
（16）

サバ
（17）

ゴマ
（17）

サケ
（19）

アーモンド

（20）

1626 1034 581 260 180 134 95 74 71 55 50 37 35 33 27 25 19 19 15 14

35.0 22.3 12.5 5.6 3.9 2.9 2.0 1.6 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

平成30
年度

解析対象4,851
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

エビ
（７）

ソバ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（９）

大豆
（10）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）

バナナ
（12）

ゴマ
（13）

モモ
（14）

ヤマイモ

（15）
アーモンド

（16）

カニ
（17）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（18）

サケ
（19）

イカ
（20）

1681 1067 512 251 247 184 121 85 82 80 77 38 28 24 22 21 20 15 14 13

34.7 22.0 10.6 5.2 5.1 3.8 2.5 1.8 1.7 1.6 1.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

令和3
年度

解析対象6,080
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
エビ
（８）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（９）
大豆
（10）

ソバ
（11）

ヤマイモ//ナガイモ

（12）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
カニ
（14）

アーモンド

（15）
木の実類※

（15）
ゴマ
（16）

バナナ
（17）

魚類
（18）

ピスタチオ

（19）

2028 1131 533 463 370 300 174 152 87 79 69 48 45 42 34 34 33 29 28 22

33.4 18.6 8.8 7.6 6.1 4.9 2.9 2.5 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象2,954
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

イクラ
（６）

ソバ
（７）

バナナ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（８）
くるみ
（10）

カニ
（11）

大豆
（11）

キウイ
（11）

リンゴ
（11）

コメ
（11）

サバ
（11）

イカ
（11）

15品目
（18）

77 66 64 20 14 12 11 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1

25.1 21.5 20.8 6.5 4.6 3.9 3.6 1.6 1.6 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3

平成27
年度

解析対象4,644
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（８）

ソバ
（10）

カニ
（11）

大豆
（12）

アーモンド

（12）
サバ
（14）

バナナ
（14）

モモ
（14）

ヤマイモ

（14）
豚肉
（18）

27品目
（19）

136 124 94 27 15 10 9 7 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2 １

27.8 25.4 19.2 5.5 3.1 2.0 1.8 1.4 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2

平成30
年度

解析対象4,851
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

エビ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
そば
（８）

イクラ
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（10）
大豆
（11）

カカオ
（12）

バナナ
（13）

オオムギ

（13）
ココナッツ

（13）
ブリ
（13）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
マグロ
（13）

アーモンドを含む27品目

（19）

125 118 87 42 38 18 15 14 12 8 5 3 2 2 2 2 2 2 １

23.9 22.5 16.6 8.0 7.3 3.4 2.9 2.7 2.3 1.5 1.0 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

令和3
年度

解析対象6,080
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

エビ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）
アーモンド

（11）
ピスタチオ

（13）
木の実類※

（13）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（15）
ヤマイモ/ナガイモ

（16）
ゴマ
（16）

ペカンナッツ

（18）
ホタテ
（18）

156 144 98 58 46 30 20 13 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3

23.6 21.8 14.8 8.8 7.0 4.5 3.0 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5

○即時型症例数の推移

○ショック症例数の推移

※木の実類の分類は不明

直近4回のアレルギーによる健康被害に関する全国実態調査結果
食物アレルギーによる即時型症例・ショック症例数の推移 ※消費者庁において、過去の全国実態調査より作成

8



「令和３年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」

 木の実類の内訳をみると、くるみの増加が著しい。

調査結果・考察（抜粋）

 木の実類の増加傾向について2005年以降
の傾向をみると、上位品目の鶏卵・牛乳・
小麦がほぼ横ばいであるのに対して2014
年以降、木の実類は増加している。

上位品目の症例数比率の推移

即時型食物アレルギーの原因食物としてのくるみの増加は一時的な現象ではない。

9

1.6

くるみ

木の実類の症例数比率の推移

1.6

くるみの即時型食物アレルギーの症例割合の増加傾向



諸外国では、表示対象を「木の実類」等の広範囲で指定しているケースも存在。
しかし、患者の食品選択の可能性を過度に制限しないとの観点から、できるだけ個別品目
を指定することが適当。

国 指定 品目名
で指定

「木の実類」
で指定

「木の実類（○○、△△、
…）」
で指定

日本 アーモンド、くるみ、カシューナッツ 〇

CODEX
木の実類 ※範囲は明確ではない
コーデックス食品表示部会からの要請に応じ、専門家会議では以下について助言をしている（2021年5月10日公表）。
・「木の実類」の範囲を明記（アーモンド、カシューナッツ、くるみ、

ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ）

〇

米国
木の実類(アーモンド、ペカン、くるみ等)
※FDAによる業界向けガイダンスにおいては、木の実類とみなされるものとして、アーモンド、ビーチナッツ、ブラジルナッツ、バター
ナッツ、カシューナッツ、クリ（中国種、アメリカ種、ヨーロッパ種、セガン種）、チンカビングリ、ココナッツ、ヘーゼルナッツ、ギ
ンナン、ヒッコリーナッツ、ライチーナッツ、マカダミアナッツ、ペカンナッツが挙げられている。

〇

EU 木の実類（アーモンド、カシューナッツ、クイーンズランドナッツ、くるみ、ピスタ
チオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ） 〇

スイス 木の実類（アーモンド、カシューナッツ、クイーンズランドナッツ、くるみ、ピスタ
チオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ） 〇

オーストラリア・
ニュージーランド

木の実（アーモンド、カシューナッツ、くるみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘー
ゼルナッツ、ペカンナッツ、マカデミアナッツ、松の実） 〇

カナダ アーモンド、カシューナッツ、くるみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッ
ツ、ペカンナッツ、マカデミアナッツ、松の実 〇

韓国 くるみ、松の実 〇

中国 木の実類 ※範囲は明確ではない 〇

食物アレルギーに関する表示の諸外国の動向
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食物アレルギーに関する表示対象となる品目の範囲について
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②．消費者委員会食品表示部会における主な発言概要

（資料１）くるみの義務表示化に関する進捗
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○菅委員 仮に検査法を確立する能力のある機関に国の予算をきちんと充てて、一定期間与えて依頼することが必要になるのであれば、
増えつつある原因食物について、将来的な義務化の必要性を前倒しで見通しして、早めに予算化を進めて、科学的検証を可能にしてい
く取組が必要なのではないかというふうにも感じます。

○前田委員 ２年間の経過措置がありますので、その期間は、表示されているもの、されていないものが混在する時期なのかなと思ってお
りまして、その時期に事故が起こらないように、周知、啓発が大事ではないかなと思います。

○渡邊委員 今回のその啓発についてですね、いわゆる猶予期間が過ぎても、例えば賞味期限がすごく長いものについては、注意する必
要があるというのをやはり入れて頂きたいというふうに思っております。

○渡邊委員 今後、こういうふうに追加する基準とかですね、どういう状況になったら追加していくかとかいうような基準みたいなものがある
のかどうか、もしそういうことが検討されているのであれば教えて頂きたいなというふうに思います。原材料が、非常に加工度がすごく高く
なった形で入るようなものについて、判断基準を分けるべきじゃないかなと思っております。
➡（穐山委員）さきほどの義務表示化、あるいは推奨の表示の判断基準ですね、これに関しては食物アレルギー表示に関するアドバイ

ザー会議、こちらの方で私はそちらの委員なんですけども、そちらで議論しております。１つは国内流通量がくるみの加工品については
非常に高いということで、表示義務化をお願いしたということであります。もう１つは、交差反応性で、ペカンナッツもやはり交差反応性
があるので、やはり推奨に入れるべきだというふうな議論もありました。ただ、ペカンナッツについては、かなり流通量が少ないので、今
のところ流通量に鑑みて、推奨にも上げていない状況であります。例えば、いくらは、当然、見た目でわかる訳ですよね。今流通してい
る事業者に調査いたしまして、どういう加工食品にくるみが使われているかどうか調査して、そこでやはり一番多いのは、やはりドレッシ
ングとかなかなか見た目では分からない。そういうものに関しては事故の可能性がありますので、今回、義務化になってきたというわけ
であります。

➡（今村委員）いくらとまつたけは、これはわざわざ症例にしなくていいのではないかと当時から議論があって、ただ、この２つは後の調査
で違う経路を経ていましてですね、いくらはだんだん上位に上っていって、まつたけは消えていったという経緯があって、そういう経緯が
あってまつたけはもういいんじゃないかという話があるんですが、なかなか難しい問題だと思っております。ただ、まつたけについては
今でも私は外したほうがいいんじゃないかと思っていまして意見として述べます。

くるみを特定原材料にするとについて反対意見は無く、発言者等からは賛成意見が表明された。議題の終了時には、本議題に

ついて、各委員に確認の上、部会として了承の旨の発言をいただいた。

総 論

食品表示部会における主な発言概要※（12/7開催）
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各 論

※事務局担当者による文字起こし



③．加工食品中のくるみを検出するための
公定検査法の開発

（資料１）くるみの義務表示化に関する進捗
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消費者庁事業において令和２年度から着手しており、くるみの検査法の開発事業者を
公募・選定の結果、以下の事業者が検査法開発を担うこととなった。

定量検査法：食品中の特定原材料等由来のタンパク質を定量的に検出する方法。検査特性の異なる２種の検査を組み合わせて実施する。
定性検査法：定量検査で陽性になった際に、特定原材料等が含まれていることを確認する方法。

（開発における留意事項）
えび・かに同様に、表示上は区別はするが、くるみとペカンナッツは極めて類似した成分をもっていることから、ELISA法では交差性を完

全には排除することが困難であるため、スクリーニング段階ではトータルで検出することとし、PCR法でくるみとペカンナッツを分離して検出
し、判別するものとすべく開発中。

開発内容 事業者名

定量検査法の開発（ELISA法）

日本ハム株式会社

株式会社森永生科学研究所

日水製薬株式会社

定性検査法の開発（PCR法）
ハウス食品グループ本社株式会社

日清食品ホールディングス株式会社

加工食品中のくるみを検出するための公定検査法の開発

現在の進捗、見込み

●各検査法の開発
・９月末までに、どの事業者も完成しており、国衛研でのバリデーションに移行済み。

●各検査法の確認（バリデーション）
・１０月から定量検査法のバリデーションを開始し、３社の検査法を実施済み。
・１１月から定性検査法のバリデーションを開始し、２社の検査法を実施済み。
・いずれも次長通知の検査法に係る基準を満たしていることを確認済み。 15



（資料２）
コーデックス食品表示部会

16



17



18



19


